成年後見制度の課題－成年後見人受任をとおして－
小川 真史（広島県社会福祉士会ケアマネジメント委員会）

Ⅰ　はじめに

　成年後見制度（以下，「同制度」という。）は，周知のように介護保険制度と同時に２０００年４月より施行されて５年が経過している。同制度が施行された目的の一つには，「措置から契約」へと制度転換された介護保険制度や支援費制度などにおける権利擁護である。また，福祉サービスを利用する場合の権利擁護については，福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）が１９９９年１０月から実施されている。
　「措置から契約」への転換については，賛否両論のあることは承知しているが，本紙面での議論は行わないこととする。賛否や功罪はともかくとして，介護保険制度施行から，「介護支援専門員」の出現によって，種々の問題は含んでいるものの，在宅でサービスを必要としている対象者へのサービス供給率は，急激に上昇している。この供給率の上昇は，言い換えると介護支援専門員や在宅介護支援センターの実態把握率の上昇でもある。また，実態の把握率が上昇したことにより，いわゆる「処遇困難事例」と言われる事例も顕在化してきている。「処遇困難事例」は，複雑多岐な問題を内包しているが，独居・虐待・介護放棄・認知症・財産侵害などといった「権利擁護」に関する問題も少なくない状況にある。本紙面への投稿は，前述した情勢のなかで，現在，同制度の「成年後見人受任者」として得られた体験を基に考察する。

Ⅱ　成年後見人等受任およびその過程から

　ここでは，（１）申立人及び申立支援（２）受任（３）後見事務の３点に分けて考察する。

（現在，２００２年８月に家庭裁判所の審判を受け，成年後見人を受任し活動中である。）
（１）申立人及び申立支援
①申立人：同制度になって，旧来の制度より「申立人」の範囲が拡がって，申立の可能性が高まっており，容易に制度利用できるように思われがちである。しかし実際には，前述のような独居・虐待・介護放棄・認知症・財産侵害などの状況にある人が被後見人である。申立人として，四親等以内の親族が存在したとしても前述の状況を作り出している当事者である例が多く見られる。「申立人」に関して言うならば，安易な活用を期待するわけではないが，「市町村長申立」の有効活用が望まれる。「市町村長申立」には，同制度施行５年を経過した現在でも，システムや予算などいくつかのクリアしなければならない問題が，存在している。
②申立支援：「申立人」の問題がクリアできたと仮定した場合でも，申立は簡便であるとは言いがたい。あえて「申立支援」と記述するように，実際の申立事務を進めるためには，「申立人」を支援するシステムやマンパワーが必要である。もちろん，弁護士や司法書士などといった同制度の関係事務を職業とすることができる職種への依頼は可能である。しかし，経済的問題や同職種や裁判所へのいわゆる「敷居の高さ」などの理由から，実際の利用が一般的と言える状況にまでは至っていない。たとえ「申立人」として四親等以内の親族が存在しても，何らかの支援がなければ申立事務は進みにくい。前述の処遇困難事例といわれる「独居・虐待・介護放棄・認知症・財産侵害」などの問題に直面している対象者にとっては，「申立人」を含めた何らかのシステムやマンパワーによって「申立支援」を受けなければ，権利擁護が実現する可能性は低い。
（２）受任：「後見人等」（補助・保佐・後見人を総じていう。）は，何らかの資格制度でないので，原則，弁護士等の国家資格等を有しなくても，誰でも受任することが可能である。事実，一般的には親族が受任する例が多い。しかし，「処遇困難事例」に関しては，親族が受任する率は低い。なぜなら，多くの場合，「処遇困難」に陥った主たる原因の一つに「親族」があるからである。従って，家庭裁判所の審判において，「親族」による「後見人等」は，不適となる可能性が高いからである。「親族」が「後見人等」となりえない場合には，「第三者後見人等」という運用方法になるわけである。

「第三者後見人等」の創設により，旧来の制度より確実に「権利擁護」は，前進すると思われるが，ここでは，「第三者後見人等」の限界について提起する。まず，「第三者後見人等」となりうる者について考えてみる。前述のように，「誰でも受任することが可能」であるが，実際には，弁護士・司法書士・社会福祉士等が受任する例が多い。弁護士・司法書士に関して言えば，「受任」すること自体を「業」としてとらえられるが，社会福祉士の場合は，一部の独立開業している場合を除いて，別の「業」との兼務である。具体的に数字をあげるならば，「業」とする弁護士・司法書士が「受任」したとしても，せいぜい３～４件が限界であろう。なぜなら，いくら「業」として「受任」するとしても，「受任」がそのすべての「業」ではないし，むしろ副業といった方が正確である。これは，「受任」に対する「報酬」（必ずしも報酬があるとは限らない。）の低さと「身上配慮義務」などの不得意分野によるものであると推察できる。さらに，社会福祉士の「兼務」の場合では，せいぜい１～２件であろう。もっと言うならば，弁護士・司法書士全体の何％が実際に受任するか。同様に，社会福祉士も所属長の理解が得られたとして，全体の何％が実際に受任するかという点まで考えると「限界」が見えてくる。

否定的なことばかりを提起しても，「権利擁護」は前進しない。「受任」の限界に対処するために同制度では，「法人後見」が創設されている。法人格を有する団体が多くの対象者の「後見人等」を法人として「受任」することになれば，かなりの前進が期待できる。ただ，法人としても，いつまでも「サービス部門」としての「法人後見」をすることには限界が生じるであろう。理想ではあるが，「報酬」によって，人件費を含む運営が可能になるようなシステム構築や法整備が必要とされている。
（３）後見事務
　前述のように，同制度施行から５年が経過しているが，同制度の周知率はいまだに低迷していると言わなければならない。言い換えれば，「後見事務」は知名度が低く，それほどスムーズに運用されていないということである。もちろん，同制度は「権利擁護」の側面と「権利侵害」の側面を持った両刃の剣のような制度であるから，軽々に運用されるべきことでないことは承知している。ただ，実際に「後見事務」を遂行する場合には，多くの機関との関係が生じてくるわけであり，その都度，「後見事務」の説明や場合によっては，同制度の解説までするはめになってしまうことが多々ある。さらに，同一機関でも担当者が異なると再度説明を要求され，同一グループでも事業所ごとに対応のばらつきがある。この周知度の低さをよく現している例は，第三者後見人と連帯保証人である。両者は相反する存在にもかかわらず，役割を取り違えて，入所時等に連帯保証人への就任を要求されることが多々ある。この背景には「後見人⇒全権委任⇒親族」といった考え方が存在するのであろう。同制度周知には，その都度ごとの当事者一人一人の取り組みが当然必要であり，同時並行的に全国民的な啓発も必要である。そのなかでも，特に，高齢者・知的障害者・精神障害者に関わる機関への研修強化が急務である。

Ⅲ　成年後見制度利用相談から

　ここでは，（１）相談窓体制の整備（２）制度悪用の２点について考察する。
（１）相談体制の整備

①相談窓口の確保と整備：まず，同制度利用に際して，弁護士会，司法書士会，社会福祉士会，障害者団体，ＮＰＯ法人等が相談窓口をそれぞれに開設しているが，必ず身近に相談窓口が存在するとは言い難い。むしろ，窓口の現状は，地域的に偏在しているとともに，絶対数も不足していると言わざるを得ない。この問題を解決するために，地域包括支援センターが，同制度の相談支援業務を担うとされている。単に相談窓口確保のみに終始するのではなく，実質的に機能するような専門職の配置も含めた整備であってもらいたい。

②相談の汎用化：前述の「･･･相談窓口には，実質的に機能するような専門職の配置･･･」と矛盾するようであるが，「申立支援」の必要性から考えた場合には，「申立支援」を特別扱いすることは得策ではない。特に，高齢者・知的障害者・精神障害者に関わる機関に所属し，利用者や家族の相談に直接対峙している職員が，初期導入の「申立支援」を受持つことが最も効率的である。身近な職員の支援によって，同制度の相談は汎用化され，より身近なものになり，利用者や家族に受け入れられ，啓発普及へと繋がることとなる。

（２）制度悪用：同制度利用に関する相談の中で，明らかに「制度悪用」と思われる事例について考察する。簡潔に言うと「同制度後見人等になることにより，合法的に第三者の年金等を管理し，自らのために使用する。」ということである。この場合，ターゲットにされているのは，生活保護受給者と知的障害者であった。旧来の制度から拡充された「第三者後見人等」が悪用される例である。通常の感覚では，来談すること自体信じがたいが，現実の事例として存在するわけである。従って，同制度の関係者のみでなく，高齢者・障害者（特に，知的・精神障害者）やいわゆる社会的弱者に関わる者は，現実を直視して「制度悪用」が発生しないように努めなければならない。また，表面化した事例は，「氷山の一角」と考えるべきである。

Ⅳ　まとめ

　 福祉サービスに限らず，「契約社会」の進展にともない，同制度の注目度は増すばかりであろう。「申立」「申立支援」「受任」「後見事務」と過程を分けて考察してきた。「受任」は，基本的には「親族」であるが，「第三者」が受任しなければならない状況は発生する。しかし，関係者に受任を強要するわけにもいかず，受任者を増やすことは，簡単なことではない。受任者を増やすためには，受任者養成等のシステムが必要である。

関係者が現在比較的容易にできる援助は，「申立」の前後にわたる「支援」である。申立前後の支援に取り組む関係者が増えれば，同制度利用の第一障害をクリアする確率は高まるし，虐待や制度悪用等の事象も減少する。前述したように，相談に従事する者の専門性は高める必要があるが，同制度利用の特殊性は不要と考える。

市町村長申立については，現在のような家族関係が希薄な状況が続く限り増加することは必至である。行政の窓口では，高齢者・障害者といった対象別の対応ではなく，権利擁護に対応する部署が必要となる。

最後に，純粋に「契約」という法律行為についてのみ考えた場合，介護保険制度・支援費制度の契約は如何であろうか，介護保険制度利用者だけでも約半数が認知症の症状がある状況と言われる。判断能力に何らかの問題がある認知症の方は，かなりの確率で本人に代わって家族が契約しているのが現状である。「契約」については，今後重大な問題を内包したまま経緯していることに注目しなければならない。同時に，前述の「申立支援」「市町村長申立」「受任」等については，法律行為面である「契約」からも充実されることが急務である。
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